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Ⅰ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の制定 

 

地方公共団体の財政再建制度のあり方を検討するため、総務省において、平成 18年 8月、「新

しい地方財政再生制度研究会」が設置され、平成 18年 12月、その検討結果が「新しい地方財政

再生制度研究会報告書」としてまとめられました。この中でこれまでの制度については、わかり

やすい財政情報の開示や早期是正機能がない等の課題が指摘され、財政指標を整備してその公表

の仕組みを設けるとともに、財政の早期健全化及び再生のための新たな制度を整備することが提

言されました。 

これらを踏まえ、地方自治体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じ

て、財政の早期健全化及び再生等を図るための計画を策定することとし、その計画の実施促進を

図るための行財政の改革を行うことにより、地方自治体の財政の健全化に資することを目的とし

た「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下、財政健全化法）が平成 19 年 6 月 22 日

に公布されました。 

その結果、地方公共団体は平成 19年度決算から財政の健全性を判断するために設けられた健全

化判断比率と資金不足比率の公表が義務付けられました。 

また、平成 20年度決算から、その比率が基準を超えた場合には、財政の早期健全化や公営企業

の経営健全化等を図るために必要な行財政の措置を講ずることが義務付けられています。 

 

 

○財政健全化法の概要 

 

☆４つの指標 

財政健全化法において、以下の４つの財政指標を「財政健全化判断比率」として定めています。

地方公共団体は、毎年度健全化判断比率をその算定資料とともに監査委員の審査に付した上で議

会に報告し、公表しなければならないとされています。 

① 実質赤字比率 

② 連結実質赤字比率 

③ 実質公債費比率 

④ 将来負担比率 

 

☆「早期健全化基準」と「財政再生基準」 

地方公共団体は、４つの健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、「財

政健全化計画」を定めなければなりません。また、再生判断比率（健全化判断比率のうちの将来

負担比率を除いた３つの指標）のいずれかが財政再生基準以上である場合には、「財政再生計画」

を定めなければなりません。 

 

☆資金不足比率 

公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業会計ごとに資金不足比率を監査委員の

審査に付した上で議会に報告し、公表しなければなりません。資金不足比率が経営健全化基準以

上になった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。 



　　　　　会　計　分　類 会　計　等　名　称 　　　　　健 全 化 判 断 比 率

一般会計等
実質
赤字
比率

公営事業会計 国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

公営企業会計 病院事業会計

　 水道事業会計

公共下水道事業会計

一部事務組合・広域連合 恩智川水防事務組合

大和川右岸水防事務組合

大阪広域水道企業団

八尾市柏原市火葬場組合

大阪府都市ボートレース企業団

大阪府後期高齢者医療広域連合

大阪広域環境施設組合

公社・第３セクター等 八尾市文化財調査研究会

八尾市文化振興事業団

八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター

八尾市国際交流センター

八尾体育振興会

八尾シティネット

やおコミュニティ放送

八尾モール

八尾市都市開発

一般会計
土地取得事業特別会計
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

※一部事務組合とは、市町村等の事
務の一部を共同で処理するために設
立された組合です。特別地方公共団
体になります。１市町村では対応できな
い、あるいは広域で取り組んだ方が効
率的である等の理由で設立されるもの
で、水防、火葬等様々な事務処理のた
めに設立されています。
　広域連合とは、都道府県、市町村、
特別区によって構成される特別地方公
共団体です。総務大臣や都道府県知
事が広域にわたり処理することが適当
であると認めた事務に関し、広域計画
を作成し、構成団体と必要な連絡調整
を図り、総合的かつ計画的に遂行しま
す。

Ⅱ　八尾市の「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく指標の対象とする会計等

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率
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Ⅲ　八尾市の健全化判断比率及び資金不足比率

○健全化判断比率

項目 健全化判断比率

実質赤字比率 ―

連結実質赤字比率 ―

実質公債費比率 2.3

将来負担比率 ―

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字額がないため、それぞれ「－」と表示しています。
※将来負担比率は将来負担額より充当可能財源等が多いため、「－」と表示しています。

○資金不足比率

会計名 資金不足比率

病院事業会計 ―

水道事業会計 ―

公共下水道事業会計 ―

※資金不足比率は資金不足額がないため、それぞれ「－」と表示しています。

20.0

20.00

30.00

350.0

11.25

16.25

25.0

（単位：％）

（単位：％）

35.0

20.0

20.0

早期健全化基準 財政再生基準

経営健全化基準

1 健全化判断比率

2 資金不足比率

実質赤字比率

黒
字

赤
字

0

▲2.84

11.25% 20.00%

早期健全化段階 財政再生段階

連結実質赤字比率

黒
字

赤
字

0

▲17.36%

16.25% 30.00%

早期健全化段階 財政再生段階

実質公債費比率

低
い

高
い

2.3%

25.0% 35.0%

早期健全化段階 財政再生段階

将来負担比率

低
い

高
い

▲10.3%

350%

早期健全化段階

資金不足比率

資
金
剰
余

資
金
不
足

0

下水▲36.9%

20.0%

経営健全化段階病院▲28.0%水道▲45.4%

0

0
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Ⅳ　健全化判断比率等の概要

① 実質赤字比率
当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率

・一般会計等の実質赤字額・・・一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額
・実質赤字の額＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）

            

② 連結実質赤字比率
当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率

・連結実質赤字額・・・イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額
　イ・・・一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、実質赤字を
　　　　　生じた会計の実質赤字の合計額
　ロ・・・公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
　ハ・・・一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
　ニ・・・公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額

③ 実質公債費比率
当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率

（地方債の元利償還金＋ 準元利償還金） －
（特定財源＋ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

・準元利償還金・・・イからホまでの合計額
イ・・・満期一括償還地方債について、償還期間を30 年とする元金均等年賦償還とした場合における1 年当たり
　　　　の元金償還金相当額
ロ・・・一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認め
　　　　られるもの
ハ・・・組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に
　　　　充てたと認められるもの
ニ・・・債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
ホ・・・一時借入金の利子

④ 将来負担比率

将来負担額－（充当可能基金額＋ 特定財源見込額
　　　＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

・将来負担額・・・イからチまでの合計額
イ・・・一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高
ロ・・・債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費に係るもの）
ハ・・・一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額
ニ・・・当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額
ホ・・・退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額
ヘ・・・地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の
　　　　額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額
ト・・・連結実質赤字額
チ・・・組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額
・充当可能基金額・・・イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241 条の基金

実質公債費比率
（３か年平均）　　＝

将来負担比率＝

実質赤字比率＝
標準財政規模　※

一般会計等の実質赤字額

連結実質赤字比率＝
連結実質赤字額
標準財政規模

地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべ
き実質的な負債の標準財政規模に対する比率
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⑤ 資金不足比率
連結実質赤字比率の算定基礎として用いられる公営企業における資金不足の事業規模に対する比率

・資金の不足額・・・
資金の不足額（法適用企業）＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在

　　　　　　高－流動資産） － 解消可能資金不足額
資金の不足額（法非適用企業）＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以外の経費の財源に充て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るために起こした地方債現在高）－ 解消可能資金不足額
◇ 解消可能資金不足額：

　事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場合において、資金の不足

　額から控除する一定の額。

◇ 宅地造成事業を行う公営企業については、土地の評価に係る流動資産の算定等に関する特例がある。

・事業の規模・・・
事業の規模（法適用企業）＝ 営業収益の額－ 受託工事収益の額
事業の規模（法非適用企業）＝ 営業収益に相当する収入の額－ 受託工事収益に相当する収入の額
◇ 指定管理者制度（利用料金制）を導入している公営企業については、営業収益の額に関する特例がある。

◇ 宅地造成事業のみを行う公営企業の事業の規模については、「事業経営のための財源規模」（調達した資金規模）

　　を示す資本及び負債の合計額とする。

※　標準財政規模とは

地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に
普通交付税と臨時財政対策債（地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる
地方財政法第５条の特例として発行される地方債）発行可能額を加算した額をいいます。

資金不足比率＝
資金の不足額
事業の規模
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Ⅴ　八尾市の指標の積算

(1)健全化判断比率

土地取得事業特別会計
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 (0)

令和４年度 (13,729,892) 令和４年度
令和５年度 3.35503
令和６年度

令和５年度

2.71435

令和６年度
令和４年度 0.98370
令和５年度

令和６年度 3年平均

2.35103

【将来負担額の内訳】 【充当可能基金額】

イ.一般会計地方債残高 84,318,967

ロ.債務負担行為支出予定額 0

50,557,998 41,804,580

723,122

ホ.退職手当支給予定額 12,925,777

0

ト.連結実質赤字額 0

0

合計 148,525,864

※1　標準財政規模　＝　(標準税収入等　＋　普通交付税)＋臨時財政対策債発行可能額

※　早期健全化基準及び財政再生基準については、平成20年度決算より各団体に適用される。

※　実質赤字比率及び連結実質赤字比率の算出数値は、早期健全化基準と比較するため、便宜上マイナス表示とした。

ニ.当該団体が加入する組合の
地方債の元金償還に充てる負
担見込み額

-　（ 充当可能基金額 ＋

15,067,296

97,337,436

【元利償還金等に係る基準財政需
要額算入額】
当該年度の元利償還金等のうち
普通交付税の基準財政需要額に
算入された額

8,352,321

＝

本年度
(前年度)

基金のうち現金・預金で保有して
いる額

指　標 定　義　（概　要）

実質公債費
比率

(10,959,123)全会計合計

地方債
元利償還金等

標準財政規模

-
( - )

-
( - )

実質赤字 比率

＝

一般会計等の実質赤字額

標準財政規模※1

(201,864)国民健康保険事業特別会計

一般会計 (1,797,799)

▲2.84

連結実質赤字

比率※2

全会計を対象とした実質赤字額等

水道事業会計
公共下水道事業会計

介護保険事業特別会計

病院事業会計

(134,465)

(3,772,261)

(2,210,663)

(1,797,799)

(63,103,183)

(0)

-

後期高齢者医療事業特別会計 (54,241)

元利償還等に充て
られる特定財源

(3,412,469)

(8,729,936)

-

(3,278,665)

(8,352,321)

(13,295,841)

(12,303,373)

(60,034,696)

(61,493,041)

(63,103,183)

＝

(63,103,183)

(2,787,830)

▲17.36

(8,352,321)

2.3%
(3.1%)

(8,524,902)(3,333,199)

＝

(8,524,902)

標準財政規模　　－　
元利償還金等に係る
基準財政需要額算入額

(8,729,936)

元利償還金等に係る
基準財政需要算入額

【地方債現在高等に係る基準財政
需要額算入見込額】
地方債現在高のうち普通交付税
の基準財政需要額に算入されるも
のの見込み額

＝

元利償還金等に係る基準財政需
要額算入額

-
( - )

将来負担額

(41,804,580)

▲ 10.3

特定財源見込額

(148,525,864) (15,067,296)

標準財政規模　　－

ハ.一般会計以外の会計の地方
債の元金償還への負担見込み
額

ヘ.一定の法人等への債務の負
担見込み額

将来負担 比率 ＋　地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額　）

(63,103,183)

(97,337,436)

(8,352,321)

チ.組合等連結実質赤字負担見
込み額

【特定財源見込み額】
都市計画施設等に係る地方債の
元利償還金の財源として認められ
る都市計画税等
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(2)資金不足比率

資金不足額（一般会計などの実質赤字に相当する額）が営業収益等に占める割合

( - ) -

－

( - ) -

－

( - - ＝ ▲36.9

－

Ⅵ　健全化指標と財政状況

(1,066,797) (3,854,627) (0)

－（　流動負債

事業の規模（営業収益の額－受託工事収益の額）

(0)(7,548,214)

※1　資金不足比率の算出数値は、経営健全化基準と比較するため、便宜上マイナス表示とした。

-

-

-＝

▲28.0

▲45.4

八尾市

－

(4,874,643)

(1,428,959) (3,639,622)

病
　
院

(0)

(7,117,409)

(0)(13,453,353)

(3,345,148)

水
　
道

  八尾市における令和６年度決算に基づく健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回っており、八尾市の財

政状況はおおむね健全な状態であるといえます。しかしながら、健全化指標は、あくまで地方公共団体の財政状況を示

すひとつの指標であり、早期健全化基準等は最低限のルールを定めたものにすぎません。

  今後、より安定的で健全な財政運営を行うためには、これらの指標をさらに良化させる必要があります。八尾市では、

令和５年度に「新やお改革プラン２．０」を策定し、時代の変化や将来の見通しなどを見極め、行財政運営の最適化を図

り、改革を推進し、「改革と成長の好循環」を実現することで、より多くの人に選ばれるまち、暮らし続けたいまちをめざし

ていきます。

指　標 定　義　（概　要）

資金不足

比率※1

下
　
水

(0)

＝
(0)

流動資産　）
計画赤字（解消可
能資金不足額）
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